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  平成 18 年 12 月 28 日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也 

岩手県規則第 154 号 

   岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県知事部局行政組織規則（平成 13年岩手県規則第 46号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （総務部の分課等及びその分掌事務） （総務部の分課等及びその分掌事務） 

 第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

 ２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 ９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 ９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 

  ［略］  ［略］ 

 給与旅費担当の分掌事務 給与旅費担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

 (４) 本庁及び盛岡地方振興局の非常勤職員及び非常勤特

別嘱託員の任免に関すること。 

(４) 非常勤職員及び非常勤特別嘱託員の任免に関するこ

と。 

 (５) 本庁及び盛岡地方振興局の臨時的任用職員の任免に

関すること。 

(５) 臨時的任用職員の任免に関すること。 

 (６)～(８) ［略］ (６)～(８) ［略］ 

 (９) 非常勤職員及び非常勤特別嘱託員並びに本庁及び盛

岡地方振興局の臨時的任用職員に係る社会保険及び雇用

保険の届出に関すること。 

(９) 非常勤職員及び非常勤特別嘱託員並びに臨時的任用

職員に係る社会保険及び雇用保険の届出に関すること。

２ （総務部の分課等及びその分掌事務） （総務部の分課等及びその分掌事務） 

 第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

 ２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 ９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 ９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 

 職員福祉担当の分掌事務 職員福祉担当の分掌事務 

 (１)～(７) ［略］ (１)～(７) ［略］ 

 (８) 本庁(労働委員会及び収用委員会を含む。以下この項

において同じ。)及び盛岡地方振興局の職員の扶養親族の

認定に関すること。 

(８) 職員の扶養親族の認定に関すること。 

 (９) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の居住の実情の確認

及び住居手当の月額の決定又は改定に関すること。 

(９) 職員の居住の実情の確認及び住居手当の月額の決定

又は改定に関すること。 

 (10) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の通勤の実情の確認

及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。 

(10) 職員の通勤の実情の確認及び通勤手当の月額の決定

又は改定に関すること。 

 (11) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の単身赴任の実情の

確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定に関するこ

と。 

(11) 職員の単身赴任の実情の確認及び単身赴任手当の月

額の決定又は改定に関すること。 

 (12) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の寒冷地手当の支給

区分の認定及び月額の決定又は改定に関すること。 

(12) 職員の寒冷地手当の支給区分の認定及び月額の決定

又は改定に関すること。 

 (13) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の児童手当受給資格 (13) 職員の児童手当受給資格等の認定に関すること。 



等の認定に関すること。 

 (14) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の児童手当の支給に

関すること。 

(14) 職員の児童手当の支給に関すること。 

 (15) 本庁及び盛岡地方振興局の職員の児童手当に係る支

出負担行為の確認に関すること。 

(15) 職員の児童手当に係る支出負担行為の確認に関する

こと。 

 給与旅費担当の分掌事務 給与旅費担当の分掌事務 

 (１)～(５) ［略］ (１)～(５) ［略］ 

 (６) 本庁及び盛岡地方振興局の臨時的任用職員に係る賃

金の支給及び共済費の支出に関すること。 

(６) 臨時的任用職員に係る賃金の支給及び共済費の支出

に関すること。 

 (７) 本庁及び盛岡地方振興局の臨時的任用職員に係る賃

金及び共済費に係る支出負担行為の確認に関すること。

(７) 臨時的任用職員に係る賃金及び共済費に係る支出負

担行為の確認に関すること。 

 (８) 本庁及び盛岡地方振興局の臨時的任用職員に係る賃

金及び共済費に係る歳入歳出外現金等に関すること。 

(８) 臨時的任用職員に係る賃金及び共済費に係る歳入歳

出外現金等に関すること。 

 (９) ［略］ (９) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 19年１月１日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、同年２月１日から施行する。 
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